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体主義国家では簡単にプロパガンダ

が作り出せる。そもそも内容の虚偽性

を訂正できる独立系メディアが存在しないか

らである。北朝鮮の核兵器配備プログラム

は、真実とも虚偽ともつかない情報で塗り固

められている。その主張の中心にあるのは、

隣国も核兵器の配備を望んでいるからプログ

ラムが必要なのだ、という点である。おそら

く、その主張には根拠がないと思われる。さ

らに日本や韓国が、北朝鮮の誤報製造装置に

好材料を提供することをやめてくれれば、そ

の主張をもっとたやすく無視できるようにな

るのだが……。

　例えば、韓国では、2000年にウラン濃縮実

験が実施され、その約20年前には核廃棄物か

らのプルトニウム抽出が実施されていたこと

が 9月初めになって公表された。同国が、こ

れらの研究プロジェクトを国際原子力機関

（IAEA）に申告しなかったことは、核拡散防止

条約違反である。この事実が明るみにでたの

は、IAEAの査察官によって発見されたため

であったことがさらに事態を深刻化させて

いる。

　北朝鮮は、同国の核兵器配備計画に関する

交渉再開を引き延ばそうとしており、この新

事実をすぐに利用し、自国での核保有能力の

必要性を示す論拠にした。北朝鮮は虚偽をま

じえた外交術に長けているため、核兵器アナ

「武器よさらば」を実現するには

北朝鮮に核兵器配備を断念させるためには、交渉担当者は、周辺諸国に核兵器を保有する意図のないことを北朝鮮に
納得させる必要がある。
しかし最近の日本や韓国での動きでは、そのような交渉は難しいものとなるだろう。
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全 リストは、同国が保有する核兵器の規模はお

ろか、核兵器自体が存在するのかどうかにつ

いても、明確に把握できていない。それでも

北朝鮮では核開発計画が進行中であることは

明らかであり、韓国での新事実発覚によっ

て、この計画を破棄させるための交渉が近い

将来に再開する望みは薄くなった。

　残念ながら、北朝鮮の近隣諸国による「オ

ウンゴール」は、これが初めてではない。

2003年1月には、日本の核燃料再処理施設で

約200キログラムの使用済プルトニウムが行

方不明になっていることが判明した。同国で

は、使用済核燃料のための大規模再処理工場

が建設中である。この施設を使えば、プルト

ニウムの生産が可能となる。北朝鮮が繰り返

し指摘しているように、プルトニウムは原子

炉の燃料物質であるのみならず、核兵器の燃

料物質でもある。

　韓国にも日本にも統一的な核兵器開発プ

ログラムが存在することを示す証拠はない、

というのが真相だ。日本での事実発覚から１

ヵ月後、IAEAによる査察が実施され、日本で

の核物質管理上の不備はずさんな監視体制

によるものであり、秘密の核兵器配備計画が

あるわけではないと発表された。その後、

IAEAは日本に対する信頼を高め、この9月に

は査察チームの規模を当初の半分に縮小し

ている。

　韓国に対して北朝鮮がみせるより重大な主

張についても、10月に入ってIAEAの査察チー

ムが「秘密実験」についての調査報告を行い、

そこで根拠がないとされる可能性が非常に高

い。しかし、これで韓国が完全に潔白だった

ということにはならないだろう。いつかある

時点で、誰かが研究推進を決定し、研究者が

手を貸していたのだ。この実験を兵器に応用

できる可能性が明らかであることを考える

と、基礎研究の名の下になされた実験だった

という弁明は到底信じることはできない。多

くの先進工業国には、そのような実験を行う

だけの資源と専門知識が備わっている。この

能力を保持することは核拡散防止条約に違反

しないが、実験を行うことは、明白な条約違

反である。

　朝鮮半島では、このような条約違反があれ

ば、北朝鮮が核兵器開発の権利を主張する上

での新たな根拠となる。核資源管理の不行き

届きも、民生用核資源の場合を含めて、同じ

ことである。このことは、北朝鮮のように外

交術が巧みで、正直とは言えない国家に対処

していくために心すべき厳しい教訓のように

思われるかもしれない。しかし、地域全体で

の核兵器開発競争の回避を目指すのであれ

ば、核兵器開発禁止を約束した関係諸国の研

究者も政府関係者も IAEAのルールを厳守し

なければならないのだ。 ■
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